
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和５年６月に「性的指向及びジェンダーアイデン

ティティの多様性に関する国民の理解の増進に関す

る法律」が施行されました。この法律は、性的指向お

よびジェンダーアイデンティティの多様性に関する

国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理

念を定め、国および地方公共団体の役割等を明らかに

するとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を

定めることにより、性的指向およびジェンダーアイデ

ンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、性的

指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に

寛容な社会の実現に資することを目的とするもので

す。これを受け、厚生労働省においても、性的マイノ

リティに関する理解促進に向けた取組みに関するホ

ームページを開設しています。 

 

◆性的マイノリティに関する理解増進に向けた取組

み 

採用の際に公正な選考が行われるよう、ＬＧＢＴ等

の性的マイノリティなどの特定の人を排除しない旨、

事業主への周知を行っており、応募者の適性・能力に

関係のない事項について、面接で質問すること等はし

てはならないとしています。 

 

◆ハラスメントのない職場に向けて 

セクハラ防止指針やパワハラ防止指針では、職場に

おける性的指向・性自認に関する侮辱的な言動につい

ても、ハラスメントに当たるとしています。また、労

働者からの相談体制などの整備も、事業主の雇用管理

上の措置義務となります。 

 

◆性的マイノリティに関する悩みや困りごと等の相

談・支援体制 

労働局等にある総合労働相談コーナーや、よりそい

ホットライン（無料の電話相談）等において、性的指

向・性自認に関連する労働問題をはじめとする相談・

支援が受けられます。 

 

◆性同一性障害を有する方の被保険者証の取扱い 

医療保険制度全体の統一的な対応として、やむを得

ない理由があると保険者が判断した場合には、戸籍上

の性別を裏面のみに記載して差し支えないこと、また、

戸籍名を裏面に記載したうえで通称名を記載する等

の表記方法の工夫をして差し支えないこと、としてい

ます。 

【厚生労働省「性的マイノリティに関する理解増進に向

けて～厚生労働省の取組～」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k

oyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00007.html 

 

 

 
厚生労働省は 11月 29日、産業雇用安定助成金に

「産業連携人材確保等支援コース」を創設しまし

た。景気変動や産業構造の変化その他によって事業

活動の急激な縮小を余儀なくされた事業主が、生産

性向上の取組みを行うために必要な人材を雇い入れ

た際に助成金を支給します。 

 

◆助成の内容 

生産性向上に資する取組み等に必要な新たな人材

を雇い入れた場合に、その労働者の賃金の一部に相

当する額を定額で助成します。 

助成対象期間は、対象労働者の雇入れに係る日か
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ら起算して１年間です。なお、助成対象期間のうち

最初の６か月を第１期支給対象期、次の６か月を第

２期支給対象期といいます。助成額は、中小企業は

１人あたり 250万円（125万円×２期）、中小企業以

外は１人あたり 180万円（90万円×２期）です。 

また、上限人数は１事業主あたり５人まで（同一

の事業主が複数の雇用保険適用事業所を設置してい

る場合は、当該事業所すべてをあわせて５人まで）

となっています。 

 

◆助成対象（主な要件） 

【事業主】 

・令和５年 11月 29日以降に中小企業庁の実施する

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補

助金（以下「ものづくり補助金」という）」の事

業計画書の申請を行い、当該ものづくり補助金の

採択および交付決定を受けていること 

・生産量（額）、販売量（額）または売上高等事業

活動を示す指標について、ものづくり補助金の事

業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月

の３か月間の平均値が、前年同期（雇用保険適用

事業所設置後であって労働者を雇用している場合

に限る）に比べ 10％以上減少していること 

・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のａ～

ｃまでのすべての条件を満たすこと 

ａ. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者

として雇い入れること 

ｂ. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者

（パートタイム労働者は除く）として雇い入れ

ること 

ｃ. 「ものづくり補助金」の補助事業実施期間の初

日から当該期間の末日までに雇い入れること 

・下記の【労働者】の雇入れ日前６か月から本助成

金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解

雇等していないこと 

・雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者

数による雇用量を示す指標について、ものづく

り・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業

計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の

３か月間の月平均値が前年同期に比べ５％を超え

かつ６名以上（中小企業事業主の場合は 10％を超

えかつ４名以上）減少していないこと 

【労働者】 

「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に

関する業務に就く者であって、次の①と②に該当す

る者 

① 次のａかｂのいずれかに該当する者 

ａ. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、

指導（教育訓練等）の業務に従事する者 

ｂ. 部下を指揮および監督する業務に従事する者

で、係長相当職以上の者 

② １年間に 350万円以上の賃金が支払われる者 

 詳細は、下記厚生労働省のリーフレットでご確認

いただき、当事務所へご相談ください。 

【厚生労働省「産業雇用安定助成金（産業連携人材確保

等支援コース）リーフレット」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001174790.

pdf 

 

 

 
10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている

場合には、令和 5 年 7 月から 12 月までの徴収分

を 1 月 22 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計

表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞

［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～

12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第３期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］ 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 

 

１月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


